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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　
平成20年度
第３四半期
連結累計期間

平成21年度
第３四半期
連結累計期間

平成20年度
第３四半期
連結会計期間

平成21年度
第３四半期
連結会計期間

平成20年度

　

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
12月31日)

(自　平成21年
４月１日

至　平成21年
12月31日)

(自　平成20年
10月１日

至　平成20年
12月31日)

(自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日)

(自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日)

経常収益 百万円 61,382 57,625 20,598 18,734 80,235

　うち信託報酬 百万円 ― ― ― ― ―

経常利益（△は経常損失) 百万円 4,791 8,109 △560 1,377 8,172

四半期純利益
（△は四半期純損失）

百万円 2,685 4,804 △362 572 ―

当期純利益 百万円 ― ― ― ― 4,644

純資産額 百万円 ― ― 199,064217,403196,047

総資産額 百万円 ― ― 3,601,8663,872,4523,653,407

１株当たり純資産額 円 ― ― 835.14 912.34 822.26

１株当たり四半期
純利益金額
（△は１株当たり
四半期純損失金額）

円 11.32 20.32 △1.53 2.42 ―

１株当たり当期
純利益金額

円 ― ― ― ― 19.59

潜在株式調整後
１株当たり四半期
純利益金額

円 ― ― ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

円 ― ― ― ― ―

自己資本比率 ％ ― ― 5.48 5.56 5.32

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 61,280 156,452 ― ― 41,111

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △27,806△145,172 ― ― △29,662

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △2,520 △1,665 ― ― △2,529

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 ― ― 87,056 74,642 65,036

従業員数 人 ― ― 2,446 2,475 2,432

信託財産額 百万円 ― ― ― ― ―

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結

財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３　平成20年度第３四半期連結累計期間及び平成21年度第３四半期連結累計（会計）期間の「潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額」並びに平成20年度の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」は、潜在株式

がないため記載しておりません。
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　４　平成20年度第３四半期連結会計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」は、１株当たり四半期

純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。

５　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しておりま

す。

６　当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に

該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５　経理の状況」の「２　その他」

中、「(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等」の

「①損益計算書」に基づいて掲出しております。

　　なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③１株当たり四半期純損益金額

等」に記載しております。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容につ

いては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
2,475
[584]

(注) １　従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,205人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員(１日１人7.5時間換算）を外書きで記載して

おります。

　

(2) 当行の従業員数

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
1,964
[12]

(注) １　従業員数は、嘱託及び臨時従業員23人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に当第３四半期会計期間の平均人員(１日１人7.5時間換算）を外書きで記載しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載し

ておりません。

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動等

はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」に重要な変更はありませ

ん。

３ 【経営上の重要な契約等】

該当ありません。

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

〔経営成績〕

当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～12月31日）の経営成績につきましては、経常収益は貸

出金利息の減少を主因とする資金運用収益の減少や株式等売却益の減少を主因とするその他経常収益の減

少等により、前年同四半期比18億64百万円減少し187億34百万円となりました。

一方、経常費用は預金利息の減少を主因とする資金調達費用の減少や株式等売却損の減少を主因とする

その他経常費用の減少等により、同38億１百万円減少し173億57百万円となりました。

この結果、経常利益は同19億37百万円増加し13億77百万円、四半期純利益は同９億34百万円増加し５億72

百万円となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間につきましては、経常収益は前年同期比37億57百万円減少し576億25百

万円、経常費用は同70億74百万円減少し495億16百万円となりました。この結果、経常利益は同33億17百万円

増加し81億９百万円、四半期純利益は同21億19百万円増加し48億４百万円となりました。

事業の種類別セグメント情報につきましては、銀行業以外に一部でクレジットカード・信用保証業務等

の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、記載しておりま

せん。

なお、事業部門（銀行業、その他事業）の業績は次のとおりです。

・銀行業

当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、経常収益は前年同四半期比18億73百万円減少し184　

億11百万円となり、経常費用は同38億35百万円減少し170億77百万円となりました。その結果、経常利益は同

19億61百万円増加し13億34百万円となりました。

なお、当第３四半期連結累計期間では、経常収益は前年同期比37億61百万円減少し566億92百万円となり、

経常費用は同70億37百万円減少し488億14百万円となりました。この結果、経常利益は同32億76百万円増加

し78億77百万円となりました。

・その他事業

当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、経常収益は前年同四半期比45百万円減少し14億98百

万円となり、経常費用は同18百万円減少し14億62百万円となりました。その結果、経常利益は同27百万円減

少し36百万円となりました。
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なお、当第３四半期連結累計期間では、経常収益は前年同期比70百万円減少し45億76百万円となり、経常

費用は同１億４百万円減少し43億79百万円となりました。この結果、経常利益は同34百万円増加し１億97百

万円となりました。

なお、所在地別セグメント情報については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため、記載しておりません。

〔財政状態〕

当第３四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、預金は、お客様のニーズにお応えし、地

域に密着したきめ細かな営業活動を展開いたしました結果、第２四半期連結会計期間末比609億円増加し、

当第３四半期連結会計期間末残高は３兆4,118億円となりました。また、譲渡性預金の当第３四半期連結会

計期間末残高は1,684億円となりました。

貸出金は、地元中小企業や公共団体のほか、個人のお客様のご要望に対して積極的にお応えしましたが、

償還等により同９億円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は２兆2,595億円となりました。

有価証券は、国債・地方債等公共債の引き受けと資金運用としての債券購入などを行いました結果、同

1,087億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は１兆2,290億円となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・

フローは、コールローン等の増加による260億29百万円等の減少はありましたが、預け金の減少による656億

５百万円や預金の増加による609億50百万円等の増加の結果、合計で1,289億74百万円の増加となりました。

なお、前年同四半期比では741億５百万円増加しております。この主な要因は、前年同四半期と比較して貸出

金の増加幅が縮小したことや預金の増加幅が拡大したこと等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入323億16百万円、有価証券の売却によ

る収入297億64百万円等はありましたが、有価証券の取得による支出1,628億44百万円等により、合計で

1,012億44百万円減少しました。なお、前年同四半期比では781億12百万円減少しております。この主な要因

は、前年同四半期と比較して有価証券の取得による支出が増加したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出８億20百万円等により、合計で８億34百

万円減少しました。なお、前年同四半期比では８百万円減少しております。この主な要因は、前年同四半期と

比較して自己株式の取得による支出が増加したこと等によるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、746億42百万円となり、第２四半

期連結会計期間末と比較して268億98百万円増加しました。

　

　　なお、「事業の状況」に記載の課税取引については、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
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国内・国際業務部門別収支

当第３四半期連結会計期間の国内・国際業務部門別収支の状況は次のとおりとなりました。

資金運用収支は、国内業務部門が前年同四半期比28百万円減少の12,433百万円、国際業務部門が同

154百万円減少の463百万円となり、合計では同183百万円減少の12,896百万円となりました。役務取引

等収支は、国内業務部門が同163百万円増加の1,734百万円、国際業務部門が同３百万円減少の７百万円

となり、合計では同159百万円増加の1,742百万円となりました。特定取引収支は、国内業務部門が同23

百万円減少の16百万円、国際業務部門が同６百万円減少の０百万円となり、合計で同30百万円減少の16

百万円となりました。その他業務収支は、国内業務部門が同169百万円減少の265百万円、国際業務部門

が同1,103百万円増加の263百万円となり、合計では同934百万円増加の528百万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第３四半期連結会計期間 12,461 618 ― 13,079

当第３四半期連結会計期間 12,433 463 ─ 12,896

　うち資金運用収益
前第３四半期連結会計期間 14,810 1,186 217 15,778

当第３四半期連結会計期間 14,311 710 176 14,845

　うち資金調達費用
前第３四半期連結会計期間 2,348 567 217 2,698

当第３四半期連結会計期間 1,878 247 176 1,948

役務取引等収支
前第３四半期連結会計期間 1,571 11 ― 1,582

当第３四半期連結会計期間 1,734 7 ─ 1,742

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結会計期間 2,460 25 ― 2,486

当第３四半期連結会計期間 2,594 19 ─ 2,613

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結会計期間 889 14 ― 903

当第３四半期連結会計期間 859 12 ─ 871

特定取引収支
前第３四半期連結会計期間 39 6 ― 46

当第３四半期連結会計期間 16 0 ─ 16

　うち特定取引収益
前第３四半期連結会計期間 39 6 ― 46

当第３四半期連結会計期間 16 0 ─ 16

　うち特定取引費用
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─ ─

その他業務収支
前第３四半期連結会計期間 434 △840 ― △405

当第３四半期連結会計期間 265 263 ─ 528

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結会計期間 475 333 ― 809

当第３四半期連結会計期間 566 288 ─ 855

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結会計期間 40 1,173 ― 1,214

当第３四半期連結会計期間 301 25 ─ 326

(注) １　「国内業務部門」は当行の国内店及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引

であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２　資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第３四半期連結会計期間３百万円、当第３四半期連結会計期間　

２百万円）を控除して表示しております。

３　相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息額であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第３四半期連結会計期間の国内業務部門の役務取引は、役務取引等収益が前年同四半期比133百万

円増加の2,594百万円、役務取引等費用が同29百万円減少の859百万円となり、その結果、役務取引等収

支は同163百万円増加の1,734百万円となりました。

他方、国際業務部門の役務取引は、役務取引等収益が同５百万円減少の19百万円、役務取引等費用が

同１百万円減少の12百万円となり、その結果、役務取引等収支は同３百万円減少の７百万円となりまし

た。

以上の結果、役務取引等収支合計では、同159百万円増加の1,742百万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結会計期間 2,460 25 2,486

当第３四半期連結会計期間 2,594 19 2,613

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結会計期間 523 ― 523

当第３四半期連結会計期間 586 ─ 586

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 1,096 25 1,122

当第３四半期連結会計期間 1,066 19 1,085

　うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 194 ― 194

当第３四半期連結会計期間 179 ─ 179

　うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 50 ― 50

当第３四半期連結会計期間 50 ─ 50

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第３四半期連結会計期間 0 ― 0

当第３四半期連結会計期間 0 ─ 0

　うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 15 0 15

当第３四半期連結会計期間 14 0 15

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 889 14 903

当第３四半期連結会計期間 859 12 871

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 310 14 324

当第３四半期連結会計期間 300 12 313

(注)　「国内業務部門」は当行の国内店及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引で

あります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
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国内・国際業務部門特定取引の状況

当第３四半期連結会計期間の特定取引収益は、国内業務部門が前年同四半期比23百万円減少の16百

万円、国際業務部門が同６百万円減少の０百万円となりました。また、特定取引費用は、該当がありませ

ん。

この結果、特定取引収支合計では、同30百万円減少の16百万円となりました。なお、連結子会社での特

定取引の損益はありません。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

特定取引収益
前第３四半期連結会計期間 39 6 46

当第３四半期連結会計期間 16 0 16

　うち商品有価証券
　収益

前第３四半期連結会計期間 39 ― 39

当第３四半期連結会計期間 16 ─ 16

　うち特定取引
　有価証券収益

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

　うち特定金融
　派生商品収益

前第３四半期連結会計期間 ― 6 6

当第３四半期連結会計期間 ─ 0 0

　うちその他の
　特定取引収益

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

特定取引費用
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

　うち商品有価証券
　費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

　うち特定取引
　有価証券費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

　うち特定金融
　派生商品費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

　うちその他の
　特定取引費用

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ─ ─ ─

(注) １　「国内業務部門」は当行の国内店の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引であります。

２　内訳科目はそれぞれの収益と費用を相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用

欄に、上回った純額を計上しております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 3,281,890 13,463 3,295,353

当第３四半期連結会計期間 3,395,553 16,310 3,411,864

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 1,666,601 ― 1,666,601

当第３四半期連結会計期間 1,689,181 ─ 1,689,181

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 1,600,748 ― 1,600,748

当第３四半期連結会計期間 1,697,378 ─ 1,697,378

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 14,541 13,463 28,004

当第３四半期連結会計期間 8,992 16,310 25,303

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 59,124 ― 59,124

当第３四半期連結会計期間 168,468 ─ 168,468

総合計
前第３四半期連結会計期間 3,341,014 13,463 3,354,478

当第３四半期連結会計期間 3,564,021 16,310 3,580,332

(注) １　「国内業務部門」は当行の国内店の円建取引、「国際業務部門」は当行の国内店の外貨建取引であります。た

だし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

２　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

３　定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

　

業種別
平成20年12月31日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

2,257,728100.00

　製造業 276,482 12.25

　農業 3,852 0.17

　林業 665 0.03

　漁業 4,396 0.19

　鉱業 2,157 0.09

　建設業 106,205 4.70

　電気・ガス・熱供給・水道業 21,041 0.93

　情報通信業 28,132 1.25

　運輸業 45,145 2.00

　卸売・小売業 327,329 14.50

　金融・保険業 99,700 4.42

　不動産業 200,373 8.87

　各種サービス業 322,826 14.30

　地方公共団体 269,034 11.92

　その他 550,385 24.38

特別国際金融取引勘定分 ― ―

　政府等 ― ―

　金融機関 ― ―

　その他 ― ―

合計 2,257,728―

　

業種別
平成21年12月31日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

2,259,509100.00

　製造業 256,292 11.34

　農業、林業 4,936 0.22

　漁業 4,934 0.22

　鉱業、採石業、砂利採取業 2,200 0.10

　建設業 100,455 4.45

　電気・ガス・熱供給・水道業 21,823 0.97

　情報通信業 33,053 1.46

　運輸業、郵便業 45,424 2.01

　卸売業、小売業 318,764 14.11

　金融業、保険業 92,543 4.09

　不動産業、物品賃貸業 294,411 13.03

　医療・福祉 128,914 5.70

　その他サービス業 105,443 4.67

　地方公共団体 277,190 12.27

　その他 573,119 25.36

特別国際金融取引勘定分 ─ ─

　政府等 ― ─

　金融機関 ─ ─

　その他 ─ ─

合計 2,259,509―

(注) １　「国内」とは、当行の国内店及び連結子会社であります。

２　日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、第１四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更してお

ります。
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第３ 【設備の状況】

１　主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 482,858,000

計 482,858,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 237,785,291同左

東京証券取引所
第一部
大阪証券取引所
第一部
福岡証券取引所

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式。
単元株式数は1,000株。

計 237,785,291同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当ありません。

　

　(3) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月31日 ― 237,785 ― 18,128,885 ― 8,133,542

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

1,409,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

235,052,000
235,052 ―

単元未満株式
普通株式

1,324,291
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 237,785,291― ―

総株主の議決権 ― 235,052 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それ

ぞれ1,000株及び300株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が１個含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式163株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社　肥後銀行

熊本市練兵町１番地 1,409,000 ─ 1,409,0000.59

計 ― 1,409,000 ─ 1,409,0000.59

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 601 559 585 582 610 604 550 556 563

最低(円) 527 504 518 534 569 512 509 513 517

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年

内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債

の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

なお、前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)は改正前の四半期連結財

務諸表規則に基づき作成し、当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)は改正後の四半期連結財務諸表

規則に基づき作成しております。

　

２　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)

に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益の状況、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益

金額等については、「２　その他」に記載しております。

　

３　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年12月31日)に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受け、当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び当第３四半期

連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)に係る四半期連結財務諸表については、有限責

任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

なお、従来から当行が監査証明を受けている監査法人トーマツは、平成21年７月１日付で有限責任監査法

人に移行したことに伴い、名称を有限責任監査法人トーマツに変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

現金預け金 187,404 150,430

コールローン及び買入手形 115,543 86,042

買入金銭債権 1,714 2,088

特定取引資産 1,134 1,040

金銭の信託 4,356 4,371

有価証券 1,229,019 1,064,531

貸出金 ※1
 2,259,509

※1
 2,267,097

外国為替 6,617 3,895

その他資産 22,713 18,013

有形固定資産 ※2
 42,713

※2
 42,625

無形固定資産 5,053 4,784

繰延税金資産 7,147 18,461

支払承諾見返 14,892 15,332

貸倒引当金 △25,368 △25,308

資産の部合計 3,872,452 3,653,407

負債の部

預金 3,411,864 3,315,075

譲渡性預金 168,468 49,626

コールマネー及び売渡手形 10,267 31,964

債券貸借取引受入担保金 9,238 －

特定取引負債 119 98

外国為替 10 3

その他負債 23,167 27,926

役員賞与引当金 － 43

退職給付引当金 8,387 8,371

役員退職慰労引当金 497 489

偶発損失引当金 479 690

睡眠預金払戻損失引当金 402 437

繰延税金負債 0 －

再評価に係る繰延税金負債 7,252 7,300

支払承諾 14,892 15,332

負債の部合計 3,655,048 3,457,360

純資産の部

資本金 18,128 18,128

資本剰余金 8,133 8,133

利益剰余金 171,247 168,033

自己株式 △898 △877

株主資本合計 196,611 193,417

その他有価証券評価差額金 13,541 △4,567

繰延ヘッジ損益 △139 △157

土地再評価差額金 5,611 5,675

評価・換算差額等合計 19,013 950

少数株主持分 1,778 1,678

純資産の部合計 217,403 196,047

負債及び純資産の部合計 3,872,452 3,653,407
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

経常収益 61,382 57,625

資金運用収益 47,646 45,007

（うち貸出金利息） 33,129 32,478

（うち有価証券利息配当金） 11,484 11,554

役務取引等収益 8,105 8,163

特定取引収益 150 82

その他業務収益 1,813 2,550

その他経常収益 3,666 1,821

経常費用 56,591 49,516

資金調達費用 9,141 6,125

（うち預金利息） 6,830 4,255

役務取引等費用 2,619 2,616

その他業務費用 3,066 586

営業経費 30,046 30,315

その他経常費用 11,715 9,871

経常利益 4,791 8,109

特別利益 461 334

固定資産処分益 3 2

償却債権取立益 457 122

偶発損失引当金戻入益 － 210

特別損失 75 69

固定資産処分損 50 62

減損損失 24 7

税金等調整前四半期純利益 5,177 8,374

法人税、住民税及び事業税 2,568 4,346

法人税等調整額 △158 △875

法人税等合計 2,409 3,471

少数株主利益 82 99

四半期純利益 2,685 4,804
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 5,177 8,374

減価償却費 1,913 2,009

減損損失 24 7

持分法による投資損益（△は益） △7 △13

貸倒引当金の増減（△） △780 59

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △52 △43

退職給付引当金の増減額（△は減少） 104 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △124 8

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 569 △210

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △122 △34

資金運用収益 △47,646 △45,007

資金調達費用 9,141 6,125

有価証券関係損益（△） 5,393 2,731

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 61 15

為替差損益（△は益） △31 △84

固定資産処分損益（△は益） 46 60

特定取引資産の純増（△）減 △87 △116

貸出金の純増（△）減 △76,265 5,689

預金の純増減（△） 50,409 96,788

譲渡性預金の純増減（△） 23,406 118,842

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 57,138 △27,368

コールローン等の純増（△）減 22,163 △29,125

コールマネー等の純増減（△） △13,506 △21,697

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △10,085 9,238

外国為替（資産）の純増（△）減 △895 △2,721

外国為替（負債）の純増減（△） 13 6

資金運用による収入 45,449 42,534

資金調達による支出 △8,031 △5,916

その他 1,972 △163

小計 65,350 160,004

法人税等の支払額 △4,069 △3,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,280 156,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △270,043 △342,864

有価証券の売却による収入 135,793 96,617

有価証券の償還による収入 108,621 103,298

有形固定資産の取得による支出 △953 △892

有形固定資産の売却による収入 35 94

無形固定資産の取得による支出 △1,259 △1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,806 △145,172
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,651 △1,645

自己株式の取得による支出 △874 △21

自己株式の売却による収入 5 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,520 △1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,926 9,606

現金及び現金同等物の期首残高 56,130 65,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 87,056

※1
 74,642
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　該当ありません。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１　減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産について

は、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。

２　貸倒引当金の計上方法 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間連結会計期間末の貸倒実績率等を

基礎として計上しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　該当ありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 3,338百万円

延滞債権額 39,151百万円

３ヵ月以上延滞債権額 3,841百万円

貸出条件緩和債権額 9,038百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

36,203百万円

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 3,839百万円

延滞債権額 34,760百万円

３ヵ月以上延滞債権額 298百万円

貸出条件緩和債権額 10,123百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

35,775百万円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成20年12月31日現在

現金預け金勘定 185,969

外貨預け金 △97,343

その他の預け金 △1,569

現金及び現金同等物 87,056
 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成21年12月31日現在

現金預け金勘定 187,404

外貨預け金 △111,895

その他の預け金 △866

現金及び現金同等物 74,642
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(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び株式数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

　 当第３四半期連結会計期間末株式数

発行済株式 　

　普通株式 237,785

自己株式 　

　普通株式 1,441

　

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当ありません。

　

３　配当に関する事項

(1) 当第３四半期連結累計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 827 3.5平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金

平成21年11月13日
取締役会

普通株式 827 3.5平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間の末日後となるもの

　　　該当ありません。

　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　連結会社は銀行業以外に一部でクレジットカード・信用保証業務等の事業を営んでおりますが、それら

の事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりま

せん。

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報は記載

しておりません。

　

【国際業務経常収益】

前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

Ⅰ　当第３四半期連結会計期間末

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認め

られるものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭

債権」中のコマーシャル・ペーパー及び信託受益権を含めて記載しております。

　

その他有価証券で時価のあるもの(平成21年12月31日現在)

　

　 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表計上額

(百万円)
評価差額(百万円)

株式 50,408 59,456 9,048

債券 1,049,687 1,065,154 15,467

国債 596,011 601,456 5,445

地方債 205,873 209,473 3,600

短期社債 ─ ─ ─

社債 247,801 254,224 6,422

その他 96,415 94,023 △2,391

合計 1,196,511 1,218,635 22,123

(注)１　四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上

したものであります。

　　２　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取

得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表価額

とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）してお

ります。

　　　　当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、954百万円（株式954百万円）であります。

　　　　なお、当該有価証券の減損にあたっては、第３四半期連結会計期間末日における時価の取得原価に対する下落率が

50％以上の銘柄について一律減損処理するとともに、30％以上50％未満の銘柄について過去一定期間の時価の推

移や発行会社の信用リスク等を判断基準として減損処理しております。

　

Ⅱ　前連結会計年度末

その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在)

　

　 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 59,319 60,309 989 15,388 14,398

債券 890,646 891,344 697 9,071 8,373

国債 468,639 465,853 △2,786 5,104 7,890

地方債 154,994 155,601 606 899 292

短期社債 ― ― ― ― ―

社債 267,012 269,889 2,876 3,067 190

その他 117,099 107,300 △9,798 1,898 11,696

合計 1,067,0651,058,953 △8,111 26,358 34,469

(注) １　連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものでありま

す。

２　「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
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３　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価

が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額

とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　当連結会計年度における減損処理額は、3,045百万円（うち、株式2,125百万円、その他920百万円）であります。

　　なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末日における時価の取得原価に対する下落率が50％以上

の銘柄について一律減損処理するとともに、30％以上50％未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移や発

行会社の信用リスク等を判断基準として減損処理しております。

　

　　(金銭の信託関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

　該当ありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が

認められないため、記載しておりません。

　

　　（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　該当ありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

　 　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 円 912.34 822.26

　
(注) 　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　 　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 　 　

純資産の部の合計額 百万円 217,403 196,047

純資産の部の合計額から控除す
る金額

百万円 1,778 1,678

　うち少数株主持分 百万円 1,778 1,678

普通株式に係る四半期末（期
末）の純資産額

百万円 215,625 194,368

１株当たり純資産額の算定に用
いられた四半期末（期末）の普
通株式の数

千株 236,343 236,380

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　

　 　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 円 11.32 20.32

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額

円 ― ─

　
 (注) １　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　 　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益 百万円 2,685 4,804

普通株式に係る四半期純利益 百万円 2,685 4,804

普通株式の期中平均株式数 千株 237,192 236,370

　
　　　２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

　
　

(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　該当ありません。
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２ 【その他】

(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等

当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行

う会社）に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり

四半期純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。

①　損益計算書
(単位：百万円)

　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

経常収益 20,598 18,734

　資金運用収益 15,778 14,845

　　(うち貸出金利息） 11,269 10,725

　　(うち有価証券利息配当金） 3,832 3,902

　役務取引等収益 2,486 2,613

　特定取引収益 46 16

　その他業務収益 809 855

　その他経常収益 1,478 403

経常費用 21,158 17,357

　資金調達費用 2,701 1,951

　　(うち預金利息） 2,134 1,321

　役務取引等費用 903 871

　その他業務費用 1,214 326

　営業経費 9,927 10,060

　その他経常費用 6,411 ※１　　　　　　　　4,147

経常利益又は経常損失（△） △560 1,377

特別利益 14 34

　固定資産処分益 ─ 1

　償却債権取立益 14 32

特別損失 2 26

　固定資産処分損 2 26

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△547 1,384

法人税、住民税及び事業税 357 850

法人税等調整額 △582 △64

法人税等合計 △224 785

少数株主利益 39 26

四半期純利益又は四半期純損失（△） △362 572

　

前第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日

  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成21年10月１日

  至　平成21年12月31日)

――――― ※１ その他経常費用には、貸出金償却

1,704百万円を含んでおります。
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②　セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

連結会社は銀行業以外に一部でクレジットカード・信用保証業務等の事業を営んでおりますが、そ

れらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載して

おりません。

　

(所在地別セグメント情報)

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報は

記載しておりません。

　

(国際業務経常収益)

前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

　

③　１株当たり四半期純損益金額等

　

　 　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

円 △1.53 2.42

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額

円 ― ─

　

 (注) １　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　 　
前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純
損失金額（△）

　 　

四半期純利益又は四半期純損失
（△）

百万円 △362 572

普通株式に係る四半期純利益又
は四半期純損失（△）

百万円 △362 572

普通株式の期中平均株式数 千株 236,397 236,363

　

　　　２　前第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失で

あり、また、潜在株式がないため記載しておりません。

　当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記

載しておりません。
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(2) 中間配当

平成21年11月13日開催の取締役会において、第139期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額 827百万円

１株当たりの中間配当金 ３円50銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月10日

（注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者、信託
受託者に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

　

平成２１年２月９日

　

株式会社肥後銀行
　

　 取締役会御中 　

　

　

監査法人  ト  ー  マ  ツ　
　

指定社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 古　　賀　　光　　雄

　

指定社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 本　　野　　正　　紀

　

指定社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 伊　　藤　　次　　男

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社肥後銀行の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結累計

期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社肥後銀行及び連結子会社の平成２０

年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。
　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

　

平成２２年２月５日

　

株式会社肥後銀行
　

　 取締役会御中 　

　

　

有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ　
　

指定有限責任社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 古　　賀　　光　　雄

　

指定有限責任社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 本　　野　　正　　紀

　

指定有限責任社員
業務執行社員
 

　

公認会計士 伊　　藤　　次　　男

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社肥後銀行の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計

期間（平成２１年１０月１日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２１年

４月１日から平成２１年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、

四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社肥後銀行及び連結子会社の平成２１

年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。
　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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